
 

令 和 ８ 年 度 

岩沼市職員募集要項 

（上級/大学卒程度） 

 

 

◎ 受付期間 令和８年５月１日（金）～６月８日（月） 

◎ 第一次試験 令和８年７月１２日（日） 

 

 

１．試験職種、採用予定人員、職務概要等 

試験区分 職 種 採用予定人員 職 務 概 要 

上 級 

事 務 3名程度 行政事務全般に従事 

技 術 2名程度 技術的・専門的業務に従事 

  ※採用予定人員については、現時点での予定であり、今後変更になることがあります。 

 

 

 

岩 沼 市 総 務 部 総 務 課 人 事 職 員 係 

〒９８９－２４８０ 宮城県岩沼市桜一丁目６番２０号 

℡０２２３－２３－０１８５ 

 

 

 



 

２．受験資格 

 (1) 次に該当する方が受験できます。 

試験

区分 
職  種 受    験    資    格 

上 

級 

事  務 平成１２年４月２日から平成１７年４月１日までに生まれた方 

技  術 

平成１２年４月２日から平成１７年４月１日までに生まれた方

で、学校教育法に基づく大学、短期大学、高等専門学校のいずれ

かの学校で、（※）技術系の学科を専攻し、卒業した方（令和９年

３月３１日までに卒業見込みの方を含む。） 

 

 (2) 次のいずれかに該当する方は、(1)の要件を満たしても受験できません。 

  ① 日本国籍を有しない者 

  ② 拘禁以上（令和７年５月までは禁錮以上）の刑に処せられ、その執行を終わるまで

又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

  ③ 岩沼市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

  ④ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党、その

他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

 （※）「技術系の学科」とは、主として「理学系」「工学系」の学科を指します。 

   ・理学系の例：数学、物理学、化学、農学、生物学など 

   ・工学系の例：機械、電子、電気、土木、建築、環境工学、情報工学、通信工学など 

 

 

＜採用された場合の配属先の例＞ 令和８年４月１日時点の行政組織です。 

職 種 配属先の例 

事  務 行政事務全般に従事します。（配属先は限定しません。） 

技  術 

財政課（庁舎等管理・施設修繕）、土木課（農地基盤整備含む）、

都市計画課、上下水道施設課を中心とした配置を検討します。 

また、数年おきの人事異動により他部署へ配置転換を行います。 

 

 

 

 

 

 

 



 

３．試験種目及び試験会場 

試 験 日 時 試 験 職 種 試 験 種 目 試 験 会 場 

第 

一 

次 

試 

験 

７月１２日(日) 

【事務・技術】 

9:30～11:30 

上 

 

級 

事  務 
教 養 試 験 

適 性 検 査 
岩沼市勤労者活動

センター 

(岩沼市三色吉字松

150番地の 1) 技  術 
教 養 試 験 

適 性 検 査 

第 

二 

次 

試 

験 

合格者に別途連絡 

上 

 

級 

 

事  務 

 

人物試験（個別面接） 

岩沼市役所 

会議室 

技  術 人物試験（個別面接） 

※「第一次試験」について、試験会場の駐車場台数には限りがあります。駐車場が満車の

場合、代替の駐車場はありませんので、あらかじめご了承ください。 

※第二次試験の詳細については、第一次試験の合格者に別途通知します。 

 



４．試験内容 

試 験 種 目 内              容 

第 

一 

次 

試 

験 

教養試験 

(択一式) 

公務員として必要な一般的知識及び知能についての筆記試験 

（時間：９０分） 

適性検査 
公務員に求められる資質についての一般性格診断検査 

（時間：２０分） 

第 

二 

次 

試 

験 

人物試験 公務員としての適格性について、人物面からの試験（個別面接） 

健 康 審 査 健康診断書に基づく職務遂行に必要な健康度等についての審査 

身 上 調 査 受験資格の有無、申込書記載事項の真否等についての調査 

※人物試験については、慎重な合否判定や試験の質向上などのため、録画を行いながら実施し

ますので、あらかじめご了承願います。 

 

 

 

【職種別出題分野等】 

教

養

試

験 

上 

級 

事務・技術 

共 通 

 

時事、社会、人文及び自然に関する一般知識を問う問題 

文章理解、判断・数的推理及び資料解釈に関する能力を問う問題 

（時間：９０分） 

 

 



５．申込受付期間及び受験手続 

受 付 期 間 

令和８年５月１日（金）から６月８日（月）まで 

※郵送の場合も令和８年６月８日（月）必着です。 

当日消印有効ではありませんので、ご注意ください。 

受付時間は、午前８時３０分から午後５時１５分まで 

(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。) 

申 込 書 の 配 付 

申込書は、令和８年５月１日（金）から岩沼市役所総務部総務課 

人事職員係（５階南側）で配付します。 

 〒989-2480 宮城県岩沼市桜一丁目６番２０号 

 ℡０２２３－２３－０１８５ 

なお、郵送を希望する場合は、封筒の表に「上級試験募集要項請

求」と朱書きし、宛先を明記した返信用封筒 角２（Ａ４判が入る大

きさ）に１４０円切手を貼付したものを必ず同封してください。 

申 込 方 法 

及 び 申 込 先 

インターネットによる申込みの場合は、市ホームページ

（https://www.city.iwanuma.miyagi.jp）から入力してください。 

スマートフォンによる申込みの場合は、表紙の二次元コードを読

み取り、申込ページからお申し込みください。 

郵送による申込みの場合は、申込書に必要事項を記入して、所定

の箇所に写真及び８５円切手を貼付の上、総務部総務課宛て提出し

てください。 

（郵送の場合は、封筒の表に「採用試験申込み」と朱書きの上、期

限に余裕をもって確実に送付してください。） 

●職種「上級（技術）」については、技術系の学科を専攻している（又

は専攻していた）ことが確認できる書類（学生証の写しや卒業証

明書など）を添付してください。また、インターネット・スマー

トフォンによる申込みの場合は、申込フォーム上に学生証や卒業

証明書等の写真データを添付してください。 

受 験 票 の 交 付 
受験票は受付締切後に発送しますが、令和８年６月３０日（火）

までに届かない場合は、総務部総務課にご確認ください。 

 



６．合格者の発表、採用候補者名簿への登録、採用時期 

合格発表 

第一次 

８月下旬までに受験者全員に書面で通知するほか、市ホームペー

ジ（https://www.city.iwanuma.miyagi.jp）に合格者の受験番号を

掲載します。 

第二次 

１１月中旬までに第二次試験受験者全員に書面で通知するほか、

市ホームページ（https://www.city.iwanuma.miyagi.jp）に合格者

の受験番号を掲載します。 

採用候補者名簿 

へ  の  登  録 

第二次試験合格者は、採用候補者名簿に登録され、そのうちから

成績順に採用が決定されます。名簿の有効期限は原則１年で、名簿

に登録された方全員が採用されるとは限りません。 

補 欠 合 格 

補欠合格者は、最終合格者の辞退等により欠員が生じた場合に、

成績順に繰り上げて合格とすることがあります。補欠合格は採用を

保証するものではありません。繰上げ対象となる場合のみ個別に連

絡します。 

採 用 時 期 

採用は、原則として令和９年４月１日以降となりますが、勤務可

能な方については、令和８年度内における採用調整を行う場合があ

ります。 

 ※受験資格を満たしていないなど申込書に事実と異なる記載をした場合又は必要な資格

を取得できなかった場合は、合格を取り消すことがあります。 

 

７．給与 

 (1) 令和８年４月に採用された場合の初任給は、次のとおりです。 

 大学卒業直後に採用された上級職の場合・・・給料月額  ２３２，０００円 

  

 (2) 給与は、上記(1)のほか、期末・勤勉手当、通勤手当、住居手当、扶養手当等がそれ

ぞれ支給要件により支給されます（学歴や職務経験等による給料の調整制度がありま

す。）。 

  ※車通勤で職員駐車場を使用する場合は、使用料(月額５００円)が必要となりますが、

同額を通勤手当として支給します。 

 

 (3) 住居手当の加算制度について【令和８年度から令和１２年度まで】 

    岩沼市内の賃貸住宅に住む職員を対象に、住居手当の支給額に５０％を加算し支給

する制度で、岩沼市独自の手当となります。 

住居手当の上限額は 28,000円（月額）で家賃額により変動します。(国に同じ) 

     例）住居手当額が 28,000円の場合、14,000円（50％）が加算されます。 

       合計支給額は 42,000円（月額）となります。（14,000円が独自の支給部分） 

         ❖上記例は、家賃額 61,000円での計算例です。 

 

 



 

８．試験結果の開示 

   この試験の結果については、次のとおり口頭で開示を請求することができます。 

   開示を希望する場合は、受験者本人が、受験票及び本人であることを証明する書類（運

転免許証、旅券等）を持参の上、下表の開示場所に直接おいでください。なお、電話や

はがき等による開示の請求はできません。 

試 験 請求できる方 内 容 期間等 開示場所 

第一次試験 不合格者 総合順位及び総合

得点 

合否発表の日から 1 月間 

午前 8時 30分から午後 5

時 15 分までの間 

岩沼市総務部

総務課 

第二次試験 不合格者 

採用未内定者 

（補欠合格者含む） 

最終結果の総合順

位及び総合得点 

※土曜日、日曜日、12/29～翌 1/3 及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。 

 


